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公益信託 ＮＥＸＣＯ関係会社高速道路防災対策等に関する支援基金 

平成２９年度 高速道路区域内における自治体管理の構造物補修に対する助成 

 

募 集 要 領 

 

ＮＥＸＣＯ関係会社高速道路防災対策等に関する支援基金（以下「当支援基金」という。）

では、以下のとおり、高速道路区域内における自治体管理の構造物補修に対して助成金の支

給を行います。支給を希望される自治体は、募集要領に従い申請書を提出して下さい。 

◆高速道路とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社

が管理する高速道路をいいます。 

 

１．助成目的 

この助成事業は、高速道路区域内における自治体管理の構造物補修を当該管理自治体が

行うことに関して、補修に要する費用への助成を行うことにより、高速道路をご利用さ

れる方にとって、更なる安全性・快適性・利便性の高い高速道路の実現に寄与すること

を目的としています。 

 

２．助成対象事業 

次に示す構造物補修事業を助成対象といたします。 

(1) 跨高速道路橋の剥落防止対策 

(2) 跨高速道路橋の投物防止対策 

◆剥落防止対策事業については、補修工事並びに補修工事を前提とした点検（たたき落とし作

業）・調査・設計が助成の対象となります。 

 

３．助成対象者 

高速道路区域内における、自治体管理の構造物補修を実施する当該管理自治体とさせて

いただきます。 

 

４．助成金額 

１件について年１回２００万円を上限として、当支援基金にて決定いたします。 

◆審査の結果、助成金額が２００万円以下となる場合があります。 

 

５．助成件数 

  ２０件程度 

◆応募は１自治体１件とします。 

  ◆複数の跨高速道路橋を助成の対象とする場合は、まとめて 1件とします。 

◆審査の結果、助成を受けられない場合があります。 

 

６．助成対象期間 

平成２９年４月～平成３０年３月 
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７．応募方法 

申請者は当支援基金所定の「高速道路区域内における自治体管理の構造物補修に対する

助成申請書」（以下、「申請書」）に、地方公共団体名、代表者名、連絡先等を明記の上、

構造物補修内容を取りまとめ、応募締切日までに、当支援基金事務局宛に申請書を１部

提出（郵送）願います。 

 

なお、申請に際しては、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社または西日

本高速道路株式会社と施工内容・時期等を事前に調整したうえ申請書を提出して下さい。 

◆申請書および添付された資料は、ご提出いただいたことをもって、当支援基金の運営委員・信

託管理人・委託者・その他当支援基金の業務を行う者が、助成金の支給対象者の選考等、当支

援基金の運営に必要な範囲で閲覧することについて、同意されたものとしてお取扱いいたしま

す。 

 

８．応募締切日 

平成２９年１月２０日（金）（当日消印有効といたします。） 

 

９．選考方法及び結果の通知 

当支援基金運営委員会において審査の上、採否を決定し、平成２９年４月頃までに申請者

宛に通知いたします。 

◆審査は、助成対象となる跨高速道路橋の健全度（供用年数、点検状況等）、投物実績、申請自治

体の財政力、過去の助成状況、施工計画の確実性等に着目して行います。 

 

１０．助成方法 

助成金は、対象となる構造物補修の施工が完了し、「１１．助成金受給者の義務(1)」によ

る構造物補修工事・精算完了報告書等を提出した後、当支援基金にて事業が適正に実施され

たことを確認の上、当支援基金にて決定した金額をご指定の口座に銀行振込により支給いた

します。 

◆構造物補修工事・精算完了報告書等の提出から支給までに、２ヶ月程度の期間を要する場合があ

りますのでご留意下さい。 

 

１１．助成金受給者の義務 

(1) 助成対象者は、対象となる構造物補修の施工を完了し、平成３０年３月１６日（金）ま

でに費用の精算を行い、精算の日から２週間以内に、構造物補修実績を取りまとめ、構造

物補修工事・精算完了報告書及び関連書類［工事契約書等（写）、工事計画書、精算額の

分かる費用内訳、工事前後の写真］を提出して下さい。書式（当支援基金のホームページ

からもダウンロード可能）は、助成決定通知時にお送りします。 

(2) 当支援基金は、活動途中において、状況報告(支出も含む)を求めることがあります。そ

の場合は、速やかに対応して下さい。 

 

１２．決定の取り消し等 

助成対象の事業について、下記の事項が発生したときは、助成の決定の全部若しくは一部を



  

 3

取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更します。  
(1) 助成金の他用途への使用 

(2) 助成の決定の内容又はこれに付した条件違反 

(3) 決定後の事情の変更により、助成事業者が事業を行うことが困難となったとき 

 

１３．事故等の届け出  

下記の各項目に該当する場合は、遅滞なく当支援基金に届け出て下さい。当支援基金で内容

を検討し、対応を指示します。 

(1) 助成金の他用途への使用 

(2) 助成事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき 

(3) 助成事業の遂行に重大な支障を及ぼすと認められる事故が発生したとき 

 

１４．問合せ先・申請書提出先 

公益信託 ＮＥＸＣＯ関係会社高速道路防災対策等に関する支援基金 事務局 

〒１００－８２１２ 東京都千代田区丸の内１－４－５ 

三菱ＵＦＪ信託銀行リテール受託業務部公益信託課 

ＮＥＸＣＯ関係会社高速道路防災対策等に関する支援基金担当 

TEL ０１２０－６２２３７２（フリーダイヤル） 

（受付時間 平日９：００～１７：００ 土・日・祝日等を除く） 

FAX ０３－６２１４－６２５３ 

E－mail koueki_post@tr.mufg.jp 

 

 

以上 


